
安全保障法制関連法案閣議決定に強く抗議し、撤回と廃案を強く求める声明文  

 

5 月 14 日、政府与党は新しい「安全保障法制」として、「国際平和支援法案」「平

和安全法制整備法案」の２法案を閣議決定し、明日 15 日にも国会に上程する方針で

ある。	 

	 本法案は、昨年 7月 1日の「集団的自衛権行使容認」の閣議決定、そして先日確定

した日米新ガイドラインを法的に担保するものとして作成され、「平和」「安全」と

いう名称とは裏腹に、まさに「戦争推進法」とも呼ぶべき内容となっている。	 

自衛隊は、これまでの「専守防衛」の姿勢をかなぐり捨て、政権の判断によりいつ

でも・どこにでも、武力行使のできる｢攻撃型」の自衛隊へと改変された。	 

	 「武力攻撃事態法改正案」においては、「存立危機事態」という定義を加え、他国

への武力攻撃であっても、「我が国の存立が脅かされ」「国民の権利が根底から覆さ

れる」と政権が判断すれば、「集団的自衛権」行使を容認している。	 

	 また、「周辺事態法」は「重要影響事態法案」と変えられ、事実上地理的制約を撤

廃し、また米国以外の軍隊をも「支援」できるものとされている。	 

	 「国際平和支援法案」においては、本来国会の事前承認を必要とする自衛隊海外派

遣が、場合によっては事後承認でも可能としている。	 

	 その他、活動地域の拡大、｢駆けつけ警護」も含めた武器使用権限の拡大等、自衛

隊をまさに海外での武力行使の戦力に変え、さらに主権者の市民生活もそのなかに組

み込まれ従属させられることが、各条文に盛り込まれているのである。	 

	 これに先立ち、安倍首相は日米首脳会談において、本法案を夏までに成立させると

米側に確約した。国会の審議どころか、閣議決定さえ経ない段階での発言であり、立

憲主義、議会制民主主義を破壊し、愚弄する暴挙と言わざるをえない。	 

	 5 月 11 日の世論調査では、日米新ガイドラインも安全保障関連法案も、反対が賛成

を上回っている。このような国民の意思を顧みず、一政権の思惑と利害だけで憲法を

一方的に改変する安倍政権に対し、強く抗議する。	 

	 政府においては、本法案２本の即刻の撤回と廃案を強く求めるものである。	 
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